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健康調査の目的

水俣病特措法３７条１項が求める健康調査の目的

①健康影響の空間的・時間的な広がりを知る

②健康影響の性質を知る

③原因確率等に基づいて診断基準を作る

④再発予防を図る

このような本来の疫学としての適切な営みがなされた結果、

⑤住民の健康不安に対処することができる

臨床的・
疫学的な
検討が
不十分
だった。



第1回
検討会
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健康調査の目的

• これまで行政によって適切な疫学調査が行われてこなかったことが、
水俣病問題の解決に至らない要因となっている。

• 代わりに民間医師らが臨床的・疫学的調査研究を行ってきた。

① 熊大神経精神科の諸研究（立津正順、原田正純、藤野糺らを含む）

② 藤野糺らの掘起こし検診、桂島研究を含む諸研究

③ 浴野成男、二宮正ら（熊大）、津田敏秀、頼藤貴志ら（岡山大）の諸研究

④ 三浦洋、村田三郎（大阪）、斎藤恒、丸山公男ら（新潟）の諸研究

⑤ 高岡滋らの諸研究

• これらの調査研究は詳細で、長期にわたりその後の実態を反映した疫
学研究結果を提供している。



①メチル水銀中毒症の広がりを研究した疫学調査例
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②メチル水銀中毒症の性質を研究した疫学調査例
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③メチル水銀中毒症の診断にかかわる研究の例
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研究会編,1999.53-86

Yorifuji, T., 
et al.
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健康調査の目的

• 濃厚汚染地区と濃厚汚染時期については、①健康障害の広がり、②健
康障害の性質、③診断基準作成において既に決着済み。

• 特措法における健康調査では以下の様な項目が調査対象となりうる。

A) 濃厚汚染の地域・時期の住民で、これまで救済を受けてこなかった
者への健康影響

B) A)より遠方でメチル水銀曝露を受けた可能性のある者への健康影響

C) A)より若年でメチル水銀曝露を受けた可能性のある者への健康影響

D) 胎児期および小児期の低濃度メチル水銀曝露による発達障害を含む
精神運動影響

E) 水俣病が地域に与えた社会的・心理的負荷
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健康調査が具備すべき必要条件

①曝露を受けた広範な人々をおおよそカバーするような多数例を対象と
すること。

②過去・現在の曝露状況と、想定される健康障害が把握可能であること。

③最も軽微な健康障害アウトカムの項目が含まれること。

④水俣病の場合、高い蓋然性の群から、低い蓋然性の群、正常と考えら
れる群まで、連続的な重症度の分布の実態が解明されることが重要。
単に健康障害の境界を決定しようとするよりも、ボーダーゾーンの実
態を知ることに公衆衛生学的な意味がある。

⑤調査が住民に受け入れられやすくなるよう、配慮する。



健康調査の手法の考え方

① 調査地域等…悉皆調査か無作為抽出か、漁村か否か、希望者か、など

② 対象者の年齢

③ 調査項目の選択の考え方…曝露要因・アウトカム要因についての問診、

診察、低濃度影響についての項目、社会心理状況など。感度あるいは特異度
を考慮。調査対象と調査項目数の関係を考慮。

④ 継続性…このような調査は一回の調査が次の課題を生むことが多いため、

新たな目的に沿った継続性を想定すること。

⑤ 調査結果後の対策

⑥ 地域の健康改善施策を同時に実施する



健康調査の手法

• 調査対象

対象者 地域 年齢

Ａ
濃厚汚染の地域・時期の住民で、これま
で救済を受けてないもの（希望者）

概ね公健法の指定地域、特
措法の対象地域を含む地域

1969年生まで

Ｂ
より遠方でのメチル水銀曝露を受けた可
能性のある者

概ね特措法の
対象地域外

全年齢

Ｃ より若年で曝露を受けた可能性のある者
概ね公健法の指定地域、特
措法の対象地域を含む地域

1970年生以降

コントロールとしての住民 非汚染地域 A～Cと同年代



健康調査の手法

• 調査項目は以下の項目が主たるものになること。

①問診（調査員による訪問聴取）

「健康状態調査票」参照

②検診（医師による診察）

「健康調査所見用紙」参照



2022年、水俣病被害者・支援者連絡会の要望書での提案（問診・診察票の一部）
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脳磁計＋ＭＲＩ研究の問題点

• 特措法の疫学調査の理念にそぐわない研究デザイン。

• 長時間かかり、被検者の負担が大きく、多額の費用をかけて、
より重症者の水俣病患者の実態のごく一部しか解明できない。

• 脳磁計で異常がなくともメチル水銀の健康影響を否定するこ
とができない。（健康指標としての感度が極めて低い）

→多くの毒性情報を見逃す or 無視してしまいかねない。

→異常を認めなかったものがニセ患者とされかねない。

• 脳磁計の研究は、重症者中心の病態確認になってしまうが、
特措法では、汚染地域のより多くの住民を対象に、連続的重
症度の広がりと病態を確認することが求められている。





Gibbらの総説

• 金採掘に伴う無機水銀・メチ

ル水銀中毒曝露の結果に関す

る17の疫学論文の総説

• 本人の返答に依存する、頭痛、

倦怠感、脱力、不眠、歩行障

害などの自覚症状や、医師に

よる神経学的検査、運動機能、

注意、および視空間能力の神

経心理学的テストなどが調査

されている。



1973年、熊本県がおこなった疫学調査



1975～81年、水俣市での健康調査の問診票・検診項目



2005年、熊本県が検討した健康調査案



2007年、与党プロジェクトチーム会議のおこなった調査の一部
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踏まえていただきたい事項

• 水俣病特措法が健康調査を求める目的を十分に踏まえること。

• これまでの水俣病の医学および疫学の取扱いに問題が存在す
る状況への反省を踏まえること。

• 四肢末梢等の表在感覚障害がメチル水銀曝露に起因する原因
確率は極めて高いことは、過去の疫学調査で明らかになって
いること。

• 熊本県が2007年に策定した健康調査の手法は、問診と診察
（感覚検査等）であったこと（内野委員、二塚委員らが当時の検討

委員会の構成員）。



THANKS
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